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第四次小平市男女共同参画推進計画策定の基本方針について 

 

１ 計画策定の背景 

小平市では、平成８年度に小平市女性施策推進計画としての「小平アクティブプラン２１～

男と女の共同参画をめざして」を策定し、第二次推進計画では平成１９年度から平成２８年度

までを計画期間とした「小平アクティブプラン２１～男女が共同参画するまち こだいら」、

第三次推進計画では平成２９年度から令和３年度までの「小平アクティブプラン２１～男女が

自分らしくいきいきと暮らす社会の実現をめざして」を策定し、全庁的に事業に取り組み、毎

年の進捗状況を点検・評価してきた。 

現行の第三次推進計画の計画期間が令和３年度末で終了することを踏まえ、また、少子高齢、

共働き家庭の増加や経済状況などの社会情勢の変化、市を取り巻く環境を的確にとらえ、令和

４年度から令和８年度までの第四次小平市男女共同参画推進計画を策定する。 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、男女共同参画社会基本法第１４条第３項に基づく市町村男女共同参画計画であり、

小平市男女共同参画推進条例（平成２０年条例第２１号）第９条に定める男女共同参画施策を

総合的かつ計画的に推進するための計画である。 

また、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第２条の３第３項に基づく

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための計画、女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律第６条第２項に基づく女性の職業生活における活躍の推進計画についても包

含する。 

なお、国及び東京都が策定した関連計画並びに現在策定を進めている「（仮称）小平市第四

次長期総合計画」や市の関連計画と整合性を図る。 

 

３ 計画対象期間 

令和４年度から令和８年度までの５年間とする。 

 

４ 計画の策定体制 

（１）小平市男女共同参画推進審議会による検討 

小平市男女共同参画推進条例（平成２０年条例第２１号）第９条第２項に基づき設置してい

る小平市男女共同参画推進審議会において、計画案等についての意見を聴取する。 

（２）市民からの意見・要望等の収集 

計画策定に当たっては、素案段階において市民意見公募手続及び懇談会等を実施（３回程度）

し、広く市民の意見を聴取する。 

（３）庁内体制 

計画案については、市長等で構成する小平市男女共同参画推進本部及び庁内関係課で構成

する小平市男女共同参画推進委員会にて調整する。 
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５ 計画策定上の留意事項 

(1) 市議会への報告 

策定作業の進捗状況については、必要に応じて適宜、市議会に対して報告を行う。 

(2) 情報の公開 

小平市男女共同参画推進審議会は公開とし、会議の要旨及び会議資料等については、終了

後速やかに市ホームページ等により公表する。 

 

６ 実態調査の実施について 

令和２年９月に実態調査を実施し、計画策定の基礎資料とする。 

この調査は、住民基本台帳から無作為抽出した１８歳以上の市民２，０００人及び従業者数

５人以上の市内の全事業所を対象とし、男女共同参画推進についての意識や実態を把握するた

めに行う。 

 

７ 計画策定のスケジュール 

別紙のとおり 
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（別紙） 

第四次小平市男女共同参画推進計画策定のスケジュール概要 
 

 推進審議会、市民参加等 事務局・推進本部等 

令和２年度 

４月  第１回推進委員会、推進本部 

６月   

７月 第１回推進審議会 第２回推進委員会、推進本部 

８月 第２回推進審議会  

９月 

 男女共同参画推進についての市民意識・

事業所実態調査 

（市報９月５日号掲載） 

１０月  集計・分析 

１２月  市民意識・事業所実態調査報告書完成 

１月 第３回推進審議会 第３回推進委員会、推進本部 

２月   

３月   

令和３年度 

４月 
 計画内容、素案の協議・作成 

第１回推進委員会、推進本部 

５月 第１回推進審議会    

６月  骨子案作成 

７月 第２回推進審議会  

８月 第３回推進審議会 第２回推進委員会、推進本部 

９月   

１０月   

１１月 

第４回推進審議会 

市民意見公募手続（パブリックコメント） 

（市報１１月２０日号掲載） 

第３回推進委員会、推進本部 

素案作成 

１２月 市民懇談会（市報１１月２０日号掲載） 市民意見集約・反映、計画案作成 

１月 第５回推進審議会 第４回推進委員会、推進本部 

２月  計画確定 

３月  印刷・製本 

 


